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治療と仕事を両立するための柔軟な働き方のしくみ

～治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために～

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
特定社会保険労務士 北側 光司

令和４年度「治療と仕事の両立支援」セミナー

１．治療と仕事の両立支援を巡る状況

疾病を理由に１か月以上連続して休業している従業員が
いる企業の割合

• メンタルヘルス 38％
• がん21％
• 脳血管疾患12％

出典：「治療と職業生活の両立等支援対策事業」（平成25年度厚生労働省委託事業）

仕事を持ちながら、がんで通院している者の数 44.8万人
出典：「令和元年国民生活基礎調査」に基づく推計（厚生労働省）

一般定期健康診断における有所見率 58.5％
出典：「令和２年定期健康診断結果報告」（厚生労働省）

→疾病リスクを抱える労働者は増加傾向。また、疾病の有病
率は年齢が上がるほど高くなり、高齢化の進行に伴い、労
働力の高齢化が進むことが見込まれる中で、疾病を抱えた
労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面がさ
らに増えることが予想される。
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＜仕事を持ちながらがんで通院している者＞

 病気を抱える労働者の92.5%が就労継続を希望
 現在仕事をしていない人でも70.9%が就労を希望
 病気に伴い、勤務先は変わらずに配置転換や雇用形態に変
化のあった人は14.5%、退職した人（転職含む）の割合は、
非正規雇用労働者で25.0%で、正規雇用労働者14.2%より
も高い。

→診断技術や治療方法の進歩により、「不治の病」とされて
いた疾病も生存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化。
治療と仕事の両立支援に対するニーズは非常に高くなって
いる。

◆傷病を抱える労働者が必要としている支援◆
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＜がん患者の５年相対生存率の推移＞

＜在院日数の推移＞ ＜入院患者・外来患者数の推移＞
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第１位 体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務形態（47.8%）
第２位 治療・通院目的の休暇・休業制度等 （45.2%）
第３位 休暇制度等の社内の制度が利用しやすい風土の醸成

（35.0%）
第４位 働く人に配慮した診療時間の設定や治療方法の情報提供

（28.0%）
第５位 病気の予防や早期発見、重症化予防の推進（26.0%）

出典：「治療と職業生活の両立等支援対策事業」（平成25年度厚生労働省委託事業）

◆労働者が治療と仕事を両立するうえで必要だと感じる支援◆

 東京都の「がん患者の就労等に関する実態調査（平成31
年）」によれば、配慮が必要な従業員への対応で苦慮した
ことは、「病気や治療に関する見通しが分からなかった
（43.7％）」、「病状や副作用の具体的な就労への影響が
分からなかった（23.2％）」、「症状の悪化や再発予防へ
の対応策が分からなかった（20.2％）」。

◆事業場における課題◆
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＜配慮が必要な従業員への対応で苦慮したこと （複数回答）＞

出典：東京都の「がん患者の就労等に関する実態調査」（平成31年）

２．両立支援を行うための環境整備

研修等による両立支援に関する意識啓発
•当事者やその同僚となりうるすべての労働者や管理職に対
して研修等を通じて意識啓発

相談窓口の明確化等
•労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口及び情報の
取扱い等を明確化

休暇・勤務制度の整備
•短時間の治療が定期的に繰り返される場合等に対応できる
休暇・勤務制度を検討・導入
【休暇制度】時間単位の年次有給休暇、傷病休職
【勤務制度】短時間勤務制度（短時間正社員）、

テレワーク、時差出勤制度、配置転換
【そ の 他】 職場復帰支援プログラム
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◆時間単位の年次有給休暇◆

•年次有給休暇は原則１日単位ですが、労使協定の締結によ
り、年５日の範囲内で、時間単位での取得が可能となりま
す（労働基準法第39条第４項）。

•治療のために通院したり、家族の介護など、労働者のさま
ざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるようになり
ます。

【休暇制度】

年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定（例）

（年次有給休暇の時間単位での付与）
第○条 労働者代表との書面による協定に基づき、第○の年次有給休暇の日数のうち、１年について５日の範囲で
次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。
(1) 時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
(2) 時間単位年休を取得する場合の､１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
①所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者・・・６時間
②所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者・・・７時間
③所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者・・・８時間

(3) 時間単位年休は１時間単位で付与する。
(4) 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の１時間当

たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5) 上記以外の事項については、第○条の年次有給休暇と同様とする。

◆傷病休暇・休職◆

•傷病休暇とは、事業者が自主的に設ける法定外の休暇であ
り、入院治療や通院のために、年次有給休暇とは別に休暇
を付与するもの。取得条件や取得中の処遇（賃金の支払い
の有無等）等は事業場ごとに異なる。

•「休職」とは、従業員について労務に従事させることが不
能又は不適当な事由が生じた場合に、その従業員に対し労
働契約そのものは維持させながら労務への従事を免除する
こと又は禁止すること。

•休職中は原則として給与・賞与は発生しないが、健康保険
の傷病手当金（※）や企業独自の補償制度で補償されるこ
とがある。
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傷病手当金が受けられるとき
• 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会
社を休んだ日が連続して３日間あったうえで、４日目以降、休んだ日
に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病
手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支
給されません。

支給される金額
• 1日当たりの金額：【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平
均した額】(※)÷30日×(2/3)

 支給される期間

出典：全国健康保険協会ホームページ

※傷病手当金とは

◆短時間勤務制度◆

•事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後
の負担を軽減すること等を目的として、所定労働時間を短
縮する制度（※育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの）

短時間勤務制度にとどまらず、『短時間正社員』の導入も進
んでいます。

【勤務制度】
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◆短時間正社員◆

•「正社員」とは、一般的には、「①労働契約に期間の定め
がない」、「②所定労働時間がフルタイムである」、「③
直接雇用である」者といわれています。

•しかし、「正社員」は必ずしもフルタイム勤務である必要
はありません。最近では、労働時間や勤務地が限定される
等、多様な働き方の正社員も広がりを見せています。

•「短時間正社員」とは、フルタイム正社員と比べ、１週間
の所定労働時間が短い正規型の社員のことで、以下の２つ
に当てはまる社員をいいます。
☆期間の定めのない労働契約（無期労働契約）を締結して
いる

☆時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が
フルタイム正社員と同等

＜短時間正社員制度導入によるメリット＞

出典：「短時間正社員制度」導入・運用支援マニュアル（厚生労働省）
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◆テレワーク◆

•テレワークとは、情報通信技術（ICT）を活用した場所や
時間にとらわれない柔軟な働き方。自宅で勤務することに
より、通勤による身体への負担を軽減することができる。

出典：厚生労働省「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」

 実施業務の選定
•使用する書類は紙媒体か、電子化されたファイルか
•セキュリティ、情報漏洩リスク、社外の関係者とのやりと
りの頻度

 テレワークにかかる費用負担
•法令で定められたものはありませんが、会社が購入した機
材を従業員に貸与するケースがほとんどです。
•光熱費や通信費は従業員が負担するケースもありますが、
テレワーク勤務手当等が支払われる場合もあります。
•通勤を必要としませんから、通勤手当を減額することも考
えられます（ただし、労働条件の不利益変更に該当する場
合あり）。

 セキュリティ対策を万全に
• PCの盗難や紛失による情報漏洩リスクがあることから、セ
キュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコン
を貸与するなどの工夫も必要です。
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＜業務の棚卸しと見直しのイメージ＞

出典：厚生労働省「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」

テレワークであったとしても、労働基準法などの労働法令が
適用されます。
•労働時間を適正に把握・管理し、労働日ごとの始業・終業
時刻を管理することが必要です。

•時間外・深夜労働には、割増賃金の支払いが必要です。
•メール、電話、勤怠管理システム等を利用して管理します。
•テレワーク時のみ「フレックスタイム制度」を適用したり、
以下の要件を満たす場合には「事業場外みなし労働時間
制」（※）の適用も可能です。
①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状
態におくこととされていないこと

②随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこ
と

（※）事業場外みなし労働（労働基準法第38条の2）
労働者が事業場外で業務に従事した場合で、労働時間
の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したもの
とみなす制度。
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テレワーク中であったとしても、業務中の傷病は労災保険
の対象になります。
•自宅でパソコン業務を行っていたときに、トイレに行き、
戻って椅子に座ろうとして転倒した事案について、業務災
害と認められています。

•過度な長時間労働とならないよう注意にしましょう。
•テレワーク中に孤独や不安を感じることがありますので、
Web会議などを活用して、上司や部下、同僚とコミュニ
ケーションをとるようにしましょう。

◆時差出勤制度◆

•会社が定める労働時間を、前後に繰り上げまたは繰り下げ
る制度。

•基本的には1日の労働時間は変更せず、始業・終業時刻を
早めたり、遅らせたりするだけです。

•短期的に実施するのであれば、就業規則の変更は必要あり
ませんが、長期的に実施する場合には、就業規則の変更が
必要です。

＜就業規則の規定例＞



12

◆配置転換◆

•疾病に罹患していることをもって安易に就業を禁止するの

ではなく、主治医や産業医の意見を勘案して、配置転換等

も検討し、就業の機会を失わせないようにすることが必要。

•職種限定の場合であったとしても、本人に打診して配置転

換を検討。

◆職場復帰支援プログラム◆

健康問題で休業している労働者が円滑に職場に復帰し、業務
が継続できるようにするために、休業の開始から通常業務へ
の復帰までの流れをあらかじめ明確にしておくもの。

衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受け、
個々の事業場の実態に即した形で策定し、組織的かつ計画的
に行われるよう積極的に取り組むことが必要。

【その他】
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＜職場復帰支援プログラムのステップポイント＞
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出典：「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援プログラム」（独立行政法人労働者健康安全機構）


